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○社会保険制度
○労働保険制度

○生活困窮者自立支援制度
（H27.4～）

○求職者支援制度
（H23.10～）

【
第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【
第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【
第
３
の
ネ
ッ
ト
】

最後のセーフティネットである生活保護制度及び生活保護に至る前の段階での自立を支援する生活困窮者
支援制度により、生活に困窮する者に対して、重層的なセーフティネットを構成している。

○生活保護制度

生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット

・ 最低生活の保障
・ 自立の助長

生活困窮者に対する重層的なセーフティネット
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◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の
家計の改善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、
教育及び就労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国902福祉事務所設置自治体で
1,313機関（H29年度））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口により、
情報とサービスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向け
た支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問に
よる見守りや生活支援

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載し
ているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

生活困窮者自立支援制度の概要

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施
・希望する町村において、一次的な

相談等を実施 国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業 ・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくり等を実施 国費１／２

再就職のために
居住の確保が

必要な者

国費２／３

※事業名及び下段の支援については、H31.4.1～

※下段の支援については、H31.4.1～
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生活困窮者
自立支援制度
（自立相談支援機関）

○ 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、任意事業の活用や他制度
との連携により、本人の状態像に応じたきめ細かい支援を実施することが重要。

○ また、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

生活保護
（福祉事務所）

障害保健福祉施策
（障害者就業・生活支援セン
ター等）

介護保険
（地域包括支援セ
ンター等）

多重債務者対策
（多重債務者相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

子ども・若者育成支援施策
（子ども・若者支援地域協議会等）

住宅施策
（居住支援協議会）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、よりそい
ホットライン等）

労働行政
（ハローワーク、

地域若者サポートス
テーション等）

国民年金保険
料免除制度

教育施策
（教育委員会、ス
クールソーシャル
ワーカー等）

矯正施設
（保護観察所等）

・必要に応じ、生活保護へのつなぎ、生活保護脱却後
の困窮者制度の利用（連続的な支援）

・ひとり親家庭特有の課題や、複合的な課題へ
の連携した対応

・児童養護施設退所後の子どもの支援 等

・介護保険制度の要介護、要支
援にとどまらない、世帯の生活
課題への連携した対応

・地域ネットワークの整備等に係
る連携 等

・本人の意向を踏まえつつ、障害の可能
性や世帯の生活課題への連携した対
応

・障害者支援に係る専門性の生活困窮
者支援への活用

・認定就労訓練事業の担い手確保 等・地域住民相互の支え合い等
インフォーマルな支援の創出

・地域のネットワーク強化 等

・住居に関する課題への連
携した対応

・支援調整会議と子ども・若
者支援地域協議会の連
携（共同開催等）

・子ども・若者総合相談セン
ターとの連携

・多重債務者に対する専門
的な支援との連携

・ハローワークとのチーム支援やハロー
ワークのノウハウの活用

・求職者支援制度の活用

・納付相談に訪れる者のつなぎ

・国民年金保険料免除制度の周
知 等

・農林水産分野における就労
の場の確保

・矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供 等

・子どもの状況の背景にある世帯
の生活課題への対応

・高等学校等の修学支援 等

連携通知（注）で示した連携の例

※上記の例にとどまらず、本人の自立支援に資する他制度と連携した支援のあり方については国や自治体において引き続き検討していく。

（注）「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」
（平成27年3月27日付け事務連絡） 等

ひとり親家庭
等福祉対策、
児童福祉施策
（福祉事務所、
児童養護施設等）

農林水産
分野

・自殺の危険性が高い者への
連携した対応

国民健康保険制
度・後期高齢者医
療制度

自殺対策施策
（自殺予防に関する
相談窓口、地域自
殺対策推進セン
ター）

ひきこもり
地域支援
センター等

・ひきこもり状態にある者への
連携した対応

・納付相談に訪れる者のつなぎ
・所得の低い世帯への配慮措置の周知や申請援助
・保険料（税）滞納者への連携した対応

生活困窮者自立制度における他制度との連携について
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生活困窮者等の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成30年法律第44号）の概要

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への
進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法）
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化

① 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設
・ 両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)

② 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
③ 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

(2) 子どもの学習支援事業の強化
① 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化

(3) 居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）
① シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等

２．生活保護制度における自立支援の強化、適正化（生活保護法、社会福祉法）
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援

① 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化

① 「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進
② 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化

(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
① 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
② 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施

(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等

３．ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進（児童扶養手当法）
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し（年3回（4月,8月,12月）から年6回（1月,3月,5月,7月,9月,11月）） 等

改正の概要

平成30年10月１日（ただし、１．(2)(3)は平成31年４月１日、２．(1)は公布日、２．(2)①は平成33年１月１日、２．(3)は平成32年４月１日、３．は平成31年９月１日※ 等）

施行期日

※平成31年11月支払いより適用

平成30年６月１日成立
平成30年６月８日公布
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生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化①

２．自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設

・事業実施自治体の各部局（福祉、就労、教育、税務、住宅等）において、生活困窮者を把握した場合には、自立相談支援事業等
の利用勧奨を行うことを努力義務化。

・生活困窮者の自立支援の基本理念の明確化
①生活困窮者の尊厳の保持
②就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立といった生活困窮者の状況に応じた、包括的・早期的な支援
③地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等支援体制の整備（生活困窮者支援を通じた地域共生社会の実現に向け

た地域づくり）
・定義規定を「生活困窮者とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低
限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」に見直す。

３．関係機関間の情報共有を行う会議体の設置

１．基本理念・定義の明確化

生活困窮者支援に携わる多数かつ他分野にわたる関係者間において、基本理念や定義の共有を図ることにより、適切か
つ効果的な支援を展開

関係部局との連携強化により、自立相談支援窓口につながっていない生活困窮者を確実につなげ、適切な支援を実施

・事業実施自治体は、関係機関等を構成員（※）とする、生活困窮者に対する支援に関する情報の交換や支援体制に関する検討
を行うための会議の設置をできることとする。
（※）自治体職員（関係分野の職員を含む）、自立相談支援事業の相談員、就労準備支援事業・家計改善支援事業等法定事業の支援員、各分野の
相談機関、民生委員等を想定。

・生活困窮者に対する支援に関する関係者間の情報共有を適切に行うため、会議の構成員に対する守秘義務を設ける。

会議における情報共有等の結果、世帯全体としての困窮の程度の把握等が進み、深刻な困窮状態にある生活困窮者や
困窮状態に陥る可能性の極めて高い生活困窮者等への早期、適切な支援が可能 6

背景事情も
踏まえた支援

（１）基本理念・定義の明確化
改正法の概要

関係者間で共有を図り、早期的・予防的観点からの支援を含め、適切かつ効果的な支援の展開につなげていく

（出典）平成２８年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立
支援制度の自立相談支援機関における支援実績の分析に
よる支援手法向上に向けた調査研究事業」（みずほ情報総
研株式会社）。調査対象118自治体の平成28年4月～平成
28年12月の新規相談受付47,836ケースについてグラフ化し
たもの。

生活困窮者生活困窮者

就労の
状況

生活困窮者の尊厳の保持

生活困窮者の状況に応じ
た包括的・早期的な支援

地域における関係機関
等との緊密な連携等

支援体制の整備
（生活困窮者支援を通じた
地域共生社会の実現に向け

た地域づくり）

基本理念

自立相談支援機関等生活困窮者
自立支援を行う機関

関係行政機関（福祉、就労、教育、
住宅等の支援に関わる機関）

生活困窮者自立支援に携わる民間団体

生活困窮者自立支援に携わる関係機関

基本理念を踏まえた支援

共有

共有

共有

心身の
状況地域社会と

の関係性

平成30年10月１日施行

○ 自立相談支援事業のあり方としては、相談者を「断らず」、広く受け止めることが必要であり、生活困窮者自立支援法において、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそ
れのある者」とされている生活困窮者の定義のもとで、「断らない」支援の実践が目標とされているが、こうした「断らない」相談支援については、今後とも徹底していかなければならない。

○ その際、社会的に孤立しているために、失業や病気、家族の変化等生活に何らかの影響を与える出来事をきっかけに困窮状態に至ってしまう危険性をはらんでいる状態にある人や、高齢期になって生
活困窮に陥ることが懸念される人についても、早期に、かつ予防的な対応を行うことが重要であることを認識する必要がある。

○ また、生活困窮者自立支援は、これまでの縦割りの制度で対応できなかった複合的な課題を抱える生活困窮者に対して包括的な支援を行うものであり、①生活困窮者の多くが自己肯定感、自尊感情
を失っていることに留意し、本人の意欲や想いに寄り添って支援すること（生活困窮者の自立と尊厳の確保）、②生活困窮者自立支援を通じて地域づくりにつなげていくことといった観点が重要である。

○ こうした点に鑑み、生活困窮者自立支援制度は現行制度上位置付けられている支援だけで完結するものではなく、様々な機関、関係者との連携のもとで展開されることを前提とした制度であることを踏
まえ、多様な関係者の間で共有を一層図るため、法令において生活困窮者の定義や目指すべき理念を明確化すべきである。

社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書（平成29年12月15日）（抜粋）

新規相談者の特性（抱える課題）

○ 改正法において、生活困窮者の自立支援の基本理念として、以下の内容を明確化。
① 生活困窮者の尊厳の保持
② 就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立といった生活困窮者の状況に応じた、包括的・早期的な支援
③ 地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等支援体制の整備

○ また、生活困窮者の定義について、経済的困窮に至る背景事情として、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情」を明示。
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（２）自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設
改正法の概要

関係部局との連携強化により、自立相談支援窓口につながっていない生活困窮者を確実につなげ、適切な支援を展開

国民健康
保険 住宅部門

地方税
部門

事業実施自治体における各部局（窓口）

教育部門

生活困窮者生活困窮者

・・・・

生活困窮者
自立支援制度
（自立相談支援機関）

生活保護
（福祉事務所）

介護保険 就労・雇用
部門

①窓口に相談 ③自立相談支援事業等の利用勧奨

②生活困
窮の端緒
を把握

④利用

平成30年10月１日施行

（関係機関との連携）
○ そうした自ら支援を求めることが難しい人に対して支援を行うためには、自立相談支援機関の主導による把握だけではなく、その他の関
係機関が生活困窮の端緒となる事象を把握した場合に、自立相談支援機関における相談に確実につなげていくことが必要である。

○ 実際に、自立相談支援機関につながった実績がある庁内関係機関が多い自治体ほど、新規相談件数が多くなっている状況も踏まえ
れば、関係機関からの連携を強化することにより、多くの自立相談支援機関の相談に結びつくものと考えられる。

○ 高齢者に対する包括的な支援の拠点である地域包括支援センター等その他の相談機関もあることから、適切な役割分担をしつつ、連
携・協力を行っていくことが重要である。
（地域との連携）

○ 生活困窮者の自立支援に当たっては、地域に互助の関係づくりや参加、就労の場を求め、地域との関係づくりをすることが必要である。
○ 現在進められている地域共生社会の実現に向けた取組の中では、世帯の中で課題が複合化、複雑化していたり、制度の狭間にあっ
たり、支援を必要とする人が自ら相談に行くことができず孤立を深めていたりするなど、表に出にくい大変な状況にある人や世帯に、民生
委員や自治会なども含めた地域の様々な主体がその活動の中で気づき、適切な相談体制につなげ、支援を必要としていた人自身が
「支えられる」だけでなく「支える」側に回るような、地域力を強化するための取組が進められている。

○ こうした体制整備については、平成２９年通常国会で改正された社会福祉法においても規定され、全国の自治体で取組が始められて
いる。

○ こうした地域力強化の取組が進むことで、地域で把握された課題を抱える世帯が自立相談支援機関につながってくることが期待される。
自立相談支援機関が、こうした地域から浮かび上がってくる課題をしっかりと受け止めるとともに、多機関が協働して解決につなげていく
体制の中核の役割を果たすことが期待されている。

○ このように、生活困窮者の存在に気づいた関係行政窓口等（税、国保、介護保険、公営住宅、水道、学校、生活保護等）や、様々な
福祉関係の相談機関、地域における活動（居場所・拠点づくり、分野を問わない「丸ごと」相談など）から自立相談支援機関への利用に
つながるよう、必要な場合に、それらの関係機関から自立相談支援機関の利用を勧めることを促進するなど、関係機関間の連携を促進
すべきである。

社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書（平成29年12月15日）（抜粋）

○ 改正法において、事業実施自治体の各部局（福祉、就労、教育、税務、住宅等）において、生活困窮者を把握した場合に、自立相談支援事業等の利
用勧奨を行うことを努力義務化。

（出典）
自立相談支援機関を直営で運営している３６３自治体についてのデータ。

横軸の相談がつながってきた関係機関の箇所数については、「自立相談支援機関
の連携状況に関するアンケート」（H27.12実施）による。生活保護、高齢者福祉、障

害者福祉、児童福祉、ひとり親、保健、年金、国保、市税、市営住宅、消防、教育委
員会、水道の１３機関から「実際につながった実績がある」機関数をとったもの。

関係機関との連携（①新規相談件数の関係）

8

○ 関係機関がそれぞれ把握している困窮が疑われるようなケースの情
報共有や⽀援に係る地域資源のあり⽅等の検討を⾏う

○ 守秘義務の設定

○ ⽀援における情報共有は本⼈同意が原則
・ 本⼈の同意が得られずに他部局・機関と情報共有できないケース
・ 同⼀世帯の様々な⼈が別々の相談窓⼝や関係機関等に相談に来て
いるがそれらが世帯全体の課題として把握・共有されていないケー
ス
等の中には、世帯として状況を把握して初めて困窮の程度が把握
できるケースがある。

⽀援会議における守秘義務各法における守秘義務

現行制度における課題 支援会議を設置した場合

○ これまでの⽣活困窮者に対する⽀援については、関係者間での会議体が法定されていないことから情報共有が進まず、深刻な
困窮の状態を⾒過ごしてしまったり、予防的な措置を取ることが困難であったりすることが問題視されてきた。

○ このため、改正法では⽀援会議を法定し、会議体の構成員に対して守秘義務をかけることによって、⽀援関係者間の積極的な
情報交換や連携が可能となる仕組みを新設した。

・ 本⼈同意なしで、関係機関で気になっている個々の困窮が疑われ
るようなケースの情報共有が可能となる。

※ ⽀援会議の機能や役割が適切に果たせるのであれば、各⾃治体の判断で「⽀援調整会議」はもとより、介護保険法に基づく「地域ケア会議」や障害者総合⽀援
法に基づく「協議会」、児童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議会」など既存の会議体を「⽀援会議」として活⽤することは差し⽀えない。

（３）関係機関間の情報共有を行う会議体の設置 平成30年10月１日
施行

9
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居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）①

○ 現行の一時生活支援事業（シェルター等における生活困窮者に対する一定期間の衣食住の提供）【補助率2/3】を拡充し、以下の対象

者に対し、一定期間、訪問による見守りや生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより、居住支援を強化。【平成
31年４月１日施行】
① シェルター等を利用していた人
② 居住に困難を抱える人であって地域社会から孤立している人

（※）昨年改正された住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律）とも連携

（※）今回の強化分（訪問による見守りや生活支援等）の実施に当たっては、当該自治体が従来の一時生活支援事業のメニュー（シェルター等における生活困窮者
に対する一定期間の衣食住の提供）を実施していることが前提。

改正法の概要

【自治体】
（委託可）

地域のリビング

見守り ・生活支援 等

生活困窮者同士の互助
地域住民との互助

シェアハウス型

一棟借上げ型
事業イメージ

家主

※ 住宅セーフティネット法と連携

○以下の⽣活困窮者
・シェルター等を利⽤していた⼈
・地域で単⾝等で居住し、地域社会から
孤⽴した状態にある⼈

○以下の⽣活困窮者
・シェルター等を利⽤していた⼈
・地域で単⾝等で居住し、地域社会から
孤⽴した状態にある⼈

支援を必要とする人同士や地域住民とのつながりをつくり、相互に支え合うこと（互助）にも寄与することにより、地域で継
続的・安定的な居住を確保

 一時生活支援事業の拡充については、平成30年度予算における居住支援の推進とあいまって、改正住宅セーフティネット法とも連携しながら、着
実に推進。

 一時生活支援事業については、ホームレスの方のみならず、いわゆるネットカフェに寝泊まりしている方、家賃滞納等により退去せざるを得ない
方、家庭の事情により自宅にいられなくなった方など、都市部に限らず事業の対象になりうる方が地方部においても存在することから、この事業
の目的、必要性について周知するとともに、事業の広域実施等も推進しながら、その実施を促進。

 「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」を随時開催し、国土交通省とも情報共有を図りつつ、連携を推進する。

今後の方向性

10

厚⽣労働省と国⼟交通省の
連携した取組について
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厚⽣労働省と国⼟交通省の連携した取組事例
厚⽣労働省、国⼟交通省では居住⽀援サミットや連絡協議会、地⽅⽀分部局の連携した取組をはじめとして様々な連携を
⾏っています。今後もこれらの取り組み以外にも積極的に連携を図っていきます。

○⽣活や住宅に配慮を要する⽅々の住まいの確保や⽣活の
安定、⾃⽴の促進に係るセーフティネット機能の強化に向
けた福祉⾏政と住宅⾏政のより⼀層の緊密な連携を図るた
め、厚⽣労働省と国⼟交通省の関係部局⻑等による情報共
有や協議を⾏うための連絡協議会を随時開催。
（過去５回開催）

福祉・住宅⾏政の連携強化のための連絡協議会
○住宅確保要配慮者に対する居住⽀援を強化する⽬的から、
住宅や福祉に関する施策と各地の居住⽀援団体で⾏ってい
る先進的な取組に関する情報提供の場として、国⼟交通
省・厚⽣労働省の主催で居住⽀援サミットを実施。共同の
資料を作成し、説明についても合同で実施。

居住⽀援全国サミット

○地⽅厚⽣局と地⽅整備局が連携し、情報交換やヒアリン
グ等を⾏うなど地⽅公共団体への⽀援に取り組んでいる。
・ブロックごとの情報交換会の実施
・市区町村への個別訪問
・両地⽅局開催会議の相互参加

地⽅ブロックにおける福祉・住宅⾏政の連携 ○本省レベルでも、相互主催の会議での説明や、研修への
講師として参加するなど、制度の普及や連携に取り組んで
いる。
・⽣活困窮者⾃⽴⽀援全国研究交流会へ両省の出席
・担当部局⻑会議等での両省の居住⽀援について説明
・国⼟交通省主催の研修で⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度、⽣
活保護制度の説明

主催会議、研修等への参加

○居住⽀援協議会総会など住宅部局、福祉部局
が集まる場での両省による⾏政説明等を実施

居住⽀援協議会での⾏政説明

○⽣活困窮者⾃⽴⽀援法の改正に伴い、⾃⽴⽀援制度への利
⽤勧奨の努⼒義務化などを内容とした連携通知を発出。

連携通知の発出

○ちんたい協会の協⼒により、家主さん
向けに⾃⽴⽀援制度のガイドブックを
作成、配布。

家主さん向けガイドブックの作成

居住に課題を抱える人（住宅確保要配慮者）

現状と課題
・低家賃の住宅が少なく、住宅確保要配慮者には⺠間賃貸住宅において⼊居拒否の傾向が
ある。

・連帯保証⼈、緊急時の連絡体制の確保や⼀定の⽣活⽀援が必要な住宅確保要配慮者もい
る。

必要な対応
・連帯保証⼈や緊急時の連絡先の確保、訪問などによる⾒守り⽀援などといったソフト⾯
での対応

・住宅確保要配慮者の⼊居を拒まない低家賃の住宅の確保などといったハード⾯での対応

⇒ソフト⾯とハード⾯での連携した対応が必要

・低額所得者、⾼齢者、障害者 など
・住宅セーフティネット法では「住宅確保要配慮者」と定義されている

居住に課題を抱える人とは

H30.3居住⽀援全国サミット資料
（厚⽣労働省・国⼟交通省）
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居住支援の全体像

国のみならず自治体においても、福祉・住宅部局間での情報共有・連携強化を図るとともに、以下に記載している
居住に係るハード・ソフトの両施策を一体的に実施するなどにより、居住に困難を抱える者へ必要な支援が届くよ
う取り組んでいく。

ソフト⾯の⽀援例ソフト⾯の⽀援例

【新たな住宅セーフティネット制度】
⾼齢者、障害者、⼦育て世帯、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対し、⺠間の空き家・空き室を活⽤した⼊居を拒ま
ない賃貸住宅（住宅確保要配慮者円滑⼊居賃貸住宅）の供給を促進する。併せて、専⽤住宅の改修費や家賃低廉化等への
⽀援や、⼊居相談や⾒守りなどの⽣活⽀援を⾏う居住⽀援協議会や居住⽀援法⼈への活動⽀援等を⾏う。

ハード⾯の⽀援例ハード⾯の⽀援例

【⾼齢者の安⼼な住まいの確保に資する事業】
空き家等の⺠間賃貸住宅や集合住宅等に⼊居する⾼齢者
を対象に、安否確認、緊急時の対応等を⾏う⽣活援助員
を派遣するなど、地域の実情に応じた、⾼齢者の安⼼な
住まいを確保するための事業を⾏う。 ※地域⽀援事業の
１メニュー

【⽣活困窮者地域居住⽀援事業】
地域に単⾝等で居住し、親族等の⽀援が⾒込めない「孤
⽴した⽣活」を送る⽣活困窮者等に対し、住居の確保と
いった居住⽀援や訪問などによる⾒守り・⽣活⽀援、こ
れらを通じた互助の関係づくりを⾏う。※30年度から予算
事業として実施。31年度からは困窮法の⼀時⽣活⽀援事業として
実施を⽬指す(法改正事項)

【⾃⽴⽣活援助】
障害者⽀援施設やグループホーム等から地域での⼀⼈暮
らしに移⾏した障害者等に対し、⽀援員が定期的に居宅
を訪問して⽇常⽣活における課題を確認し、必要な助⾔
や関係機関との連絡調整を⾏う。
※障害者総合⽀援法に基づくサービス（平成30年4⽉１⽇施⾏）

【社会的養護⾃⽴⽀援事業等】
⾥親等への委託や児童養護施設等への⼊所措置を受けて
いた者に対して、必要に応じて措置解除後も原則２２歳
の年度末までの間、引き続き⾥親家庭や施設等に居住す
るための⽀援などを提供するとともに、⽣活・就労相談
や、賃貸住宅の賃借時等に⾝元保証を⾏う。

H30.3居住⽀援全国サミット資料
（厚⽣労働省・国⼟交通省）
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＜厚⽣労働省＞
社会・援護局⻑
社会・援護局審議官（福祉連携、社会、障害保健福祉、児童
福祉担当）
社会・援護局 保護課⻑

地域福祉課⻑
地域福祉課 ⽣活困窮者⾃⽴⽀援室⻑

障害保健福祉部⻑
障害保健福祉部 障害福祉課⻑
⽼健局⻑
⽼健局 ⾼齢者⽀援課⻑
こども家庭局⻑
こども家庭局 家庭福祉課⻑

家庭福祉課 ⺟⼦家庭等⾃⽴⽀援室⻑

＜国⼟交通省＞
住宅局⻑
住宅局審議官
住宅局 住宅政策課⻑

住宅総合整備課⻑
住宅総合整備課 賃貸住宅対策室⻑
安⼼居住推進課⻑

⼟地・建設産業局⻑
⼟地・建設産業局 不動産業課⻑

○第１回連絡協議会（平成28年12⽉22⽇）
・塩崎厚⽣労働⼤⾂、末松国⼟交通副⼤⾂より冒頭挨拶
・施策の現状・課題等について両省より報告 等

○第２回連絡協議会（平成29年2⽉27⽇）
・新たな住宅セーフティネット制度について
・⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度⾒直しの論点整理（案）について
・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の⾒直し等について等

○第3回連絡協議会（平成29年6⽉29⽇）
・社会保障審議会⽣活困窮者⾃⽴⽀援及び⽣活保護部会での議論の経過
等について
・低所得⾼齢者等住まい・⽣活⽀援の実施について
・新たな住宅セーフティネット制度の施⾏にむけて 等

○第4回連絡協議会（平成29年11⽉8⽇）
・新たな住宅セーフティネット制度について（施⾏にあたって）
・⽣活困窮者⾃⽴⽀援及び⽣活保護制度の⾒直しについて 等

○第5回連絡協議会（平成30年9⽉25⽇）
・⽣活困窮者⾃⽴⽀援法等の⼀部を改正する法律について
・障害者の住まいの場の確保を促進するための取組について
・新たな住宅セーフティネット制度の施⾏状況について 等

○⽣活困窮者、⾼齢者、障害者、⼦どもを育成する家庭等のうち⽣活や住宅に配慮を要する⽅々の住まいの確保や⽣
活の安定、⾃⽴の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉⾏政と住宅⾏政のより⼀層の緊密な連携
を図るため、厚⽣労働省と国⼟交通省の関係局職員による情報共有や協議を⾏うための標記連絡協議会を設置。

構成員 開催状況

福祉・住宅⾏政の連携強化のための連絡協議会

第1回連絡協議会の様⼦ 15
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○ 各ソフト⾯の施策の実施促進

○ 新たな住宅セーフティネット制度の普及促進

（賃貸住宅の登録促進、代理納付（住宅扶助）の推進の⼿続等）

○ 福祉・住宅⾏政の連携の強化

・居住⽀援協議会の設置促進（住宅サイド、福祉サイド共通のプラットホームづくり）

・居住⽀援法⼈の指定促進（特に福祉サイドでの社会福祉法⼈、社会福祉協議会、ＮＰＯ等への働きかけ）

今後の取り組み

16
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